
「ロープ高所作業」での死亡災害が発生
しています

法面におけるロープ高所作業を行う皆さまへ

● 法面におけるロープ高所作業では、ライフライン未使用、ロープが切れる、墜落制止
用器具を外していた等により、作業中や移動中に墜落し死亡する災害が発生していま
す。

● 墜落防止措置そのものを多重化するとともに、措置状況の確認を多重化
（複数の目で確認）することにより、墜落のリスクを低減させることが
重要となっています。

● ロープ高所作業を行う場合は、発注者、管理者、事業者、作業指揮者、
従事する労働者等、関係者全員で墜落防止措置状況を確認・点検しまし
ょう！

(Ｒ６．２)

三島労働基準監督署
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（出典：死亡災害報告）

全国におけるロープ高所作業中の死亡災害の例（抜粋）

災害発生
年月

災害の概要 原因

令和５年
12月（三島
署管内発
生分）

法面補強工事において、海面から約14.3メートル
の高さのところで、メインロープ１本を用いたロープ
高所作業により、法面にラス網を設置する作業を
複数人で行っていた。被災者は、設置済のラス網
の下方に、追加でラス網を設置すべく、膝上に新品
のラス網を乗せ、Ｕ字シャックル等を用いて下降し
ながら作業を行っているときに、何らかの原因によ
り海中に落下し、溺死した。

・ライフラインを使用していなかったこと。
・作業員全員分のライフライン（リトラクタ式墜落
阻止器具）を設置していなかったこと。
・法面の下降にＵ字シャックルを使用し、そのま
まロリップを使用せずに法面で作業を行ったこと。
など

令和４年９
月

斜度70度の法面での作業構台を組み立て作業中
に足を滑らせ、単管と共に約70メートル下方の谷の
水面近くまで滑落し、重症頭部外傷により、死亡し
た。

・フルハーネス型墜落制止用器具及び法面作
業用の身体保持器具を着用していたが、メイン
ロープ及びライフラインは未使用であったこと。

令和３年９
月

法面工事現場において、作業を始めようと法面を
昇降していたところ、施工中の法面の法枠を構成
する金網にメインロープが擦れ、そのメインロープ
が切れてしまい、約10メートルの高さから墜落し入
院加療中であったが、その後、死亡した。

・ライフラインを使用していなかったこと。
・ロープの擦れ防止措置が不十分であったこと。

令和３年２
月

豪雨により崩落した林道の復旧工事にて、法面で
ロープ高所作業を行っていた被災者２名に崩落し
た地山の一部が落下し、１名が死亡した。

・崩落のおそれがある地山の下方で作業を行っ
ていたこと。
・作業開始前の地山の点検において、崩落のお
それを予見できなかったこと。

令和元年
９月

ロープ高所作業による法面の既設モルタル撤去
作業において、法面上部箇所で浮石撤去作業をし
ていた際、何らかの理由で接続器具をメインロープ
から取り外したとき、高さ約15メートルの地点から
墜落し、死亡した。

・ライフラインを使用していなかったこと。
・使用していたメインロープから隣のメインロー
プへ移ろうとして、接続器具をメインロープから
取り外したこと。



チェックポイント（抜粋） 〇×

１．ライフラインの設置
（１）ライフラインを必要数設けているか。

２．メインロープ等の強度
（１）メインロープ等は、十分な強度があり、著しい損傷、摩耗、変形や腐食がないも
のを使用しているか。

（２）メインロープ・ライフライン・身体保持器具については、次の措置を講じているか。
なお、これらの措置については、複数人で確認すること。

①メインロープとライフラインは、作業箇所の上方のそれぞれ異なる堅固な支持物
に、外れないように確実に緊結しているか。

②メインロープとライフラインは、ロープ高所作業に従事する労働者が安全に昇降
するため十分な長さを有しているか。なお、接続器具の外れ止め措置として、ロープ
端部から十分な距離に２重の結び目等を設けることが望ましい。

③突起物などでメインロープやライフラインが切断するおそれのある個所では、覆
いを設けるなど切断を防止するための措置を行っているか。なお、単管部であっても
ロープ保護材等を設けることが望ましい。

④身体保持器具は、接続器具を用いて確実に取り付けているか。なお、ロープの
下降にも原則ロリップを使用すること。

３．調査及び記録
（１）ロープ高所作業を行うときは、墜落または物体の落下による労働者の危険を防
止するため、あらかじめ作業を行う場所について、次の事項を調査し、その結果を記
録しているか。

①作業箇所及びその下方の状況

②メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置及び
状態並びにそれらの周囲の状況

③作業箇所及び支持物に通ずる通路の状況

④切断のおそれのある個所の有無並びにその位置及び状態

４．作業計画
（１）調査を踏まえ、ロープ高所作業を行うときは、あらかじめ、次の項目が示された
作業計画をつくり、関係労働者に周知させ、作業計画に従って作業を行っているか。

①作業の方法及び順序（重量物の運搬は、別途、運搬用のロープを用いるなど、
メインロープに無駄な荷重をかけず、かつ、無理な作業姿勢となっていないか。）

②作業に従事する労働者の人数

③メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置

④使用するメインロープ等の種類及び強度

⑤使用するメインロープ及びライフラインの長さ

⑥切断のおそれのある箇所及び切断防止措置

⑦メインロープ及びライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜
落による危険を防止するための措置

⑧物体の落下による労働者の危険を防止するための措置

⑨労働災害が発生した場合の応急の措置

５．悪天候時の作業禁止
（１）高さが２メートル以上の個所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等
の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に
労働者を従事させていないか。なお、現場で風速を測定する、気象情報等の情報は
日々確認するなどにより、適正な作業中止判断を行うこと。
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（参考：一般社団法人
全国特定法面保護協会資料）

ロープ保護材

その他詳細はこちら

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/0000093057.html


